
手当・医療費など

�療育手ா

対象
広ౡ県こども家庭センターにおいて知的障が
いがあると判定された人
問合せ先

障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�自立支援医療費（育成医療）

指定医療機関で、障がいの軽減、治療を受ける
場合に、市民税の課税額等に応じ、医療費の一
部を助成します。

対象
18歳未満で身体上の障がいを有する児童ま
たは現ଘする病気の治療を行わないとক来障
がいを࢒すと認められる児童
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�ॏ度৺਎障がい者医療費助成

保険医療費の自己負担分の一部を助成します。
※所得制限あり、一部負担金あり

対象
◎�身体障がい者手帳1級～3級の所࣋者
◎�療育手帳"˓、"、˓#の所࣋者
◎�精神障がい者保健福祉手帳1級所࣋者で、
自立支援医療（精神通院）を受給している人
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�精神障がい者保健福祉手ா

対象
精神障がいのために長期にわたって日常生活
や社会生活への制約があると認められた人
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

障がい者手ாの交付

�਎体障がい者手ா

対象
ௌ、֮ࢹ ・֮平ߧ機能、Ի੠・言ޠ・そしゃく機能、ࢶ体、
心ଁ、じんଁ、ثٵݺ、̈́ うこう・直௎、小௎、ώト免疫
不全ウイルスによる免疫、؊ଁ機能に障がいのある人
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

障がいのあるこどものために

各種サーϏスを受けやすくするために手帳を
交付します。
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�障がい児福祉手当

常に介護を必要とする20歳未満の重度障が
い児に該当する人に支給します。
※児童が施設に入所していないこと
※障がい程度の審査あり
※所得制限あり　　※支給額：月16,560円
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�自立支援医療費（精神通院）

指定医療機関へ通院して治療を受ける場合
に、市民税の課税額等に応じ、医療費の一部を
助成します。

対象
精神疾患のある人
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�福山市精神障がい者医療費助成

自立支援医療費（精神通院）の対象となる医療
費の自己負担分の半額を助成します。

対象
福山市内に住民票がある自立支援医療（精神
通院）の受給者
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�特別児童扶養手当

身体・知的・精神に概ね重度または中度の障が
いのある20歳未満の児童を監護している保
護者に支給します。
※�児童が施設に入所していないこと
※所得制限あり
※支給額：1級/月58,450円　2級/月38,930円
※障がい程度の審査あり
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�障がい基礎年金

＜20歳前障がい＞
初診日が20歳前にあり、20歳以降障がいの程度が国民年金法で定める1級または2級に該当す
る人
※所得による支給制限あり
※支給額（70歳以下）：1級/月88,260円、2級/月70,608円
　　　　（71歳以上）：1級/月88,010円、2級/月70,408円
＜20歳後障がい＞
上記と同様の制度がありますが、保険料の納付要件があります。
※�障がい年金の受給権者に18歳到達年度の末日までにある子（障がい者は20歳未満の子）がい
る場合は、子の加算が行われます。
＜障がい年金生活者支援給付金＞
障がい基礎年金1級または2級を受給している人に支給します。
※所得制限あり
※給付額：1級/月7,025円、2級/月5,620円
問合せ先 　�保険年金課　☎928-1052
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ൃୡなどの相談

生活の支援

事業者とのܖ約により、次のサーϏスを利用
することができます。
※所得に応じた自己負担あり

訪問や外来での個別またはूஂによる療育相談や指導を行います。また、保育所・幼ஓ園・学校等
の職員に対し、療育に関する相談や指導を行います。

名称 所在地 電話番号（FAX）
障がい者基幹相談支援センター
「クローバー」

三٢町ೆ二ஸ目11番22号
（福山すこやかセンター内） 973-0968（926-7111）

�相談支援事業

名称 所在地 電話番号（FAX）
草笛学園 加茂町下加茂909番地1 972-3950（972-7255）
ひかり園 多治ถ町࿡ஸ目15番28号 982-5860（982-5850）
「ゼノ」こばと園 প۾町૲深1852番地1 987-3386（987-3457）
福山東児童発達支援センター 青༿୆一ஸ目21番2号 999-7722（999-7733）
地域療育支援センターあしすと Է町11番4号 959-2820（959-2830）
尾道発達相談・
療育支援センターあづみ園 尾道市久保町1811番地 0848-20-7887（0848-20-7886）

児童発達支援センターあいあい 尾道市美ノ郷町三成1612番地1 0848-40-0073（0848-48-4161）
福山若草育成園 水ವ町三৽ా一ஸ目538番地 968-0230（956-1131）

�療育支援事業

◎居宅介護（ホームヘルプサービス）
　�ϔルパーの訪問により、在宅で介護や食事
などの日常生活の援助を受けられます。
◎短期入所（ショートステイ）
　�介護者が一時的に介護できなくなった時、
施設へ短期間、入所して適切な支援を受け
られます。

�障がい福祉サービス・児童通所支援等
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�市営駐車場駐車料金の減免

次のいずれかに該当する障がい者が自ら運転
する場合や、その介護者の運転する車に同乗
し、対象駐車場を利用する場合に、駐車料金
（2時間まで）を減免します。（ただし、定期料
金及び一ധ料金は除く）
①身体障がい者手帳1級、2級の所࣋者
②療育手帳"˓、"の所࣋者
③精神障がい者保健福祉手帳1級の所࣋者
※�対象駐車場：բ駐車場、三೭ؙ駐車場、౦ࡩ
町駐車場、Ӻೆ口駐車場
※�利用方法：出ݿ時に、駐車場係員へ、身体障
がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保
健福祉手帳（障がい者手帳アプリ「ミライロ
ID」を含む。）をఄࣔしてください。
※�出ݿ時に係員不在の場合：後日、ྖ ऩ書と上
記手帳を駐車場係員（三೭ؙ駐車場の場合
は౦ࡩ町駐車場の係員）へఄࣔしてくださ
い。（回数駐車券を交付します。）
問合せ先 　�౎市交通課　☎928-1209

�༗料ಓ࿏通ߦ料金の割引

身体障がい者手帳所࣋者が自ら運転する場合
や、重度（第1種）の身体障がい者または重度
（第1種）の知的障がい者を乗せて介護者が運
転する場合に、5割引になります。
※&5Cの場合も該当します。
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

�障がい者福祉タΫシー券の交付

市民税非課税世帯に属する人のうち、次のい
ずれかに該当する人にタクシー券を交付しま
す。
◎�身体障がい者手帳1、2級の所࣋者
◎�療育手帳"˓、"、˓#の所࣋者
◎�精神障がい者保健福祉手帳1級の所࣋者
※受付期間：7月1日から3月31日まで
※�助成額：年間15,000円（人工ಁੳを受けて
いる人は、年間30,000円）
問合せ先

�障がい福祉課　☎928-1063 FAX928-1730

◎日中一時支援
日中に施設でݟ守り等の支援を受けられます。
◎移動支援
　�介護者の外出時など介護ができない時に移
動の支援を受けられます。
◎児童発達支援
　�就学前の児童が、施設に通所して、日常生活
やूஂ生活への適応などに関する指導及び
訓練を受けられます。
◎居宅訪問型児童発達支援
　�重度の障がい等により外出が困難な児童
が、居宅において、日常生活や生活能力向上
のための訓練等を受けられます。
◎放課後等デイサービス
　�学校通学中の児童・生ెが、์ 課後やՆ休み
等の長期休Ջ中に、生活能力向上のための
訓練等を受けられます。
◎保育所等訪問支援
　�保育所や学校等に通う児童について、訪問
支援員が当該施設を訪問し、ू ஂ生活への
適応のためのઐ門的支援を受けられます。
◎計画相談支援
　�サーϏスの利用計ը作成や、事業者との調
੔などの支援を受けられます。
問合せ先 　�障がい福祉課

☎928-1208ɹ FAX928-1730
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�/),์ૹ受৴料の減免
（証໌ॻのൃߦ）

/),์送受信料免除基準に該当することの
ূ明を行います。

対象
�＜全額免除＞
身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい
者保健福祉手帳所࣋者で、市民税非課税世帯
（世帯とは、/),์送受信ن約により、「住居お
よび生計をともにする者のूまり」とする。）
＜半額免除＞
世帯ओが受信ܖ約者であり、次のいずれかに
該当する場合
ௌ֮障がいの身体障がい者手帳の所࣋者、֮ࢹ◎
◎�身体障がい者手帳1、2級の所࣋者
◎�療育手帳"˓、"の所࣋者
◎�精神障がい者保健福祉手帳1級の所࣋者
問合せ先 　�障がい福祉課

☎928-1062ɹ FAX928-1730

�ܰ 度・த等度難ௌ児補ௌߪث
入費等の助成

身体障がい者手帳の交付対象とならない（原
則として྆ࣖのௌ力レϕルが30デシϕル以
上の）18歳未満の人に補ௌثの購入、更৽及
び修理に要する費用の一部を助成します。
問合せ先 　�障がい福祉課

☎928-1063ɹ FAX928-1730

�͓ もちΌਤॻؗ

※24ページをご覧ください。

�ਫཋ܇࿅室（プール）

障がい者、高齢者などの健康増進、身体機能の
ҡ࣋向上を目的としたスロープつきプール
で、講座の開催、水ӭ指導を行います。
※家族更ҥ室やঢ降ཋ室も備えています。
用料：身体障がい者手帳、療育手帳、精神࢖�※
障がい者保健福祉手帳所࣋者が個人で࢖用
する場合は無料（介護者1～2人を含む。た
だし2人の場合は要問合せ）
※休ؗ日：毎週月曜日、年末年始

場所 　�福山すこやかセンター
問合せ先 　�福山すこやかセンター水ཋ

訓練室　☎928-1343

�補૷۩費の支給

身体障がい者手帳所࣋者または難病患者等
に、障がいのある部Ґを補うために用いられ
る補૷۩費（購入・修理・आ受け）の一部を支給
します。
※原則1割の自己負担が必要になります。
問合せ先 　�障がい福祉課

☎928-1063ɹ FAX928-1730

�日ৗ生活用۩費の支給

在宅の身体障がい者手帳、療育手帳、精神障が
い者保健福祉手帳所࣋者または難病患者等が
日常生活をより円׈に行うための用۩及び工
事を伴う住宅վ修に係る費用の一部を支給し
ます。
※�原則1割の自己負担が必要になります。
※�障がい種別・等級により支給できる用۩が
異なります。
問合せ先 　�障がい福祉課

☎928-1063ɹ FAX928-1730

�交通ӡ௞の割引
（JRɺધɺόスɺۭߤ）

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障が
い者保健福祉手帳所࣋者は、ધ、バス、国内ߤ
ۭ、タクシー、JRその他మ道の運賃割引を受
けることができる場合があります。詳しくは、
交通機関各社にお問い合わせください。
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障がい福祉課 月～金曜日 8：30～17：15
北部保健福祉課 月～金曜日 9：00～16：00
社会福祉協議会 月～金曜日 9：00～16：00

�障がいの͋る児童生ెの支援について

※37ページをご覧ください。

�ൃ ୡにԿΒかの՝୊の͋る小学生のたΊのサマー・スΫール

Ն休み期間中に、発達にԿらかの課題のある小学生と、中学生・高校生等の学生ボランティアが
一ॹに、自༝༡びなどで交流する活動です。

時間 　�Ն休み期間中（未定）　9：00～15：00（学校へ案内します）
場所 　�福山すこやかセンター
問合せ先 　�福山市社会福祉協ٞ会　ボランティアセンター　☎928-1346

�手話相談

ௌ֮障がい者、Ի੠・言ޠ機能障がい者の生活などの様々な相談、情報提供を手話で行います。
※相談員：手話相談員
　�お࣋ちのスマートフΥン等୺末を࢖用して、障がい福祉課の手話相談員に相談することもで
きます。お࣋ちのスマートフΥン等୺末で相談する場合は、事前にొ࿥が必要です。
時間

場所 　�障がい福祉課・๺部保健福祉課・福山すこやかセンター
問合せ先 　�障がい福祉課　　　　　☎928-1062ɹ FAX928-1730

๺部保健福祉課　　　　☎976-8803ɹ FAX976-8831�
福山市社会福祉協ٞ会　☎928-1340ɹ FAX928-3416
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